
 

 

令和２年度 

千曲市国民健康保険運営協議会 

会 議 資 料 

 

 

 

 

 

令和２年８月 27 日（木） 

   

会議事項 

 ・選任第１号 会長の選任について 

   ・選任第２号 副会長の選任について 

    ・報告第１号 千曲市国民健康保険の財政状況について 

    ・報告第 2 号 国民健康保険の制度改正等について 

    ・報告第 3 号 東日本台風被災者と新型コロナウイルス感染症 

           の影響に対する支援制度について 

    ・報告第４号 保健事業実施計画の進捗状況について 



千曲市国民健康保険運営協議会委員名簿 

氏 名 区 分 備 考 

朝田 いつ子 被保険者を代表する委員  

小河原 典子 被保険者を代表する委員  

西村 明子 被保険者を代表する委員  

宮島 倫史 被保険者を代表する委員  

島谷 茂樹 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 千曲医師会 

内藤 康介 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 千曲医師会 

關 尚樹 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 千曲市歯科医師団 

大井 正之 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 更埴薬剤師会 

安藤 邦彦 公益を代表する委員 民生児童委員 

山﨑 文清 公益を代表する委員 民生児童委員 

瀧澤 光枝 公益を代表する委員 健康推進委員 

夏目 正江 公益を代表する委員 健康推進委員 

上村 克也 被用者保険等保険者を代表する委員 
長野県被用者保険等

保険者連絡協議会 

近藤 悟 被用者保険等保険者を代表する委員 
長野県被用者保険等

保険者連絡協議会 

任期：令和３年３月 31 日まで 



選任第１号 

 

会長の選任について 

 

 国民健康保険法施行令第５条１項の規定に基づき、下記の委員を会長に選任

する。 

 

記 

区 分 氏 名 備 考 

公益を代表する委員 山﨑 文清 民生児童委員 

 

 

【提案理由】 

 会長は、公益を代表する委員より選任することとされており、例年民生児童委

員より選出された委員が選任されてきた経過による。 



選任第 2 号 

 

副会長の選任について 

 

 国民健康保険法施行令第５条１項の規定に基づき、下記の委員を副会長に選

任する。 

 

記 

区 分 氏 名 備 考 

公益を代表する委員 瀧澤 光枝 健康推進委員 

 

 

【提案理由】 

 副会長は、公益を代表する委員より選任することとされており、例年健康推進

委員より選出された委員が選任されてきた経過による。 



（報告第１号） 

 

千曲市国民健康保険の財政状況について 

 

１ 経過 

(1)  平成 30年度より、国民健康保険の県域化が行われ、財政運営の責任主体が市

町村から県へと移行する制度改正が行われています。国保県域化に伴い、国民健

康保険特別会計の科目構成は大きく変わり、県に国民健康保険事業納付金を納付

することで、市が支出する保険給付費は、保険給付費等交付金として全額交付さ

れることとなりました。 

(2)  平成 30 年度末の収支は 1 億 1,327 万 1 千円、国保支払準備基金残高は 2 億

8,290万円でした。 

 

２ 令和元年度の決算見込み 

 (1)  歳入 

   ア 国民健康保険税 

     収納率は前年度を上回り、現年度分 97.6％、滞納繰越分 55.1％の見込みで、

当初予算より 2,942万 2千円の増となります。 

   イ 県支出金 

     保険給付費の増加により普通交付金の交付額が増えたため、当初予算を

9,544万 2千円上回る見込みです。また、市町村の医療費適正化などの取り組

み対して交付される保険者努力支援交付金は 1,696万 6千円でした。 

   ウ 一般会計繰入金 

     法定の繰入のほか、福祉医療費給付金の現物給付化による国庫支出金減額措

置の財源補てん分を繰り入れました。 

   エ 基金繰入金 

     前年度決算によって生じた繰越金により、基金を取り崩すことなく運営する

ことができる見込みです。 

 (2)  歳出 

   ア 保険給付費 

     保険給付費は、当初予算より 7,736万 9千円の増と見込んでいます。 

     令和元年度は、被保険者数が減少しているものの、保険給付費の伸びが大き

く、１人あたり保険給付費が増えたことによるものです。 

   イ 基金積立金 

     前年度決算により生じた繰越金より、平成 30 年度保険給付費等交付金の確

定に伴う過年度返還金を精算した残りを国保支払準備基金へ積み立てました。 



 (3)  収支 

    令和元年度の収支は、国民健康保険税の増加などにより 1億 2,560万円の黒字

となる見込みです。 

 

３ 令和２年度の当初予算 

 (1)  歳入 

    ア 国民健康保険税 

     令和２年度の制度改正として、保険税の賦課限度額の引き上げ及び低所得者

に係る保険税軽減の拡充が行われます。 

     被保険者の減少を見込むとともに、国保事業費納付金の減額による財源調整

を行い、令和元年度当初予算と比較して、1億 1,919万 9千円の減となってい

ます。 

   イ 国庫支出金 

     令和３年３月からから導入される、マイナンバーカードを活用したオンライ

ン資格確認に対応するためのシステム改修経費の財源として、328万 9千円を

計上しました。 

 (2)  歳出 

    ア 保険給付費 

     直近１年間の一人当たり医療費と、医療費の過去５年間の推移により推計を

しました。39億 1,295万 2千円を計上しており、令和元年度当初予算と比べ 1

億 306万 6千円の増となっています。 

   イ 国民健康保険事業費納付金 

     長野県の算定により、令和元年度に比べ 2 億 880 万 3 千円減の 12 億 9,726

万 2千円となっています。納付金減少の要因は、令和２年度に長野県全体へ交

付される前期高齢者交付金の額が、前年度対比で 26 億円増加したことや、平

成 30 年度長野県国民健康保険特別会計の決算繰越金 35 億円を納付金の減算

に活用したことなどによるものです。 

   ウ 諸支出金 

     退職者医療制度の廃止により、過去の納付金の精算を行うことが決定された

ため、平成 30年度分の精算額 778万 1千円が増となっています。 

 (3)  国保支払準備基金 

     令和２年度当初予算においては、預金利息の積み立てのみであり,財源不足

による取り崩し、余剰金の積み立ての予定はありません。 

 

詳細は別表のとおり  
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（報告第２号） 

 

国民健康保険の制度改正等について 

 

１ 保険税の改正 

(1) 保険税の軽減判定所得の引き上げ 

   経済動向等を踏まえ、低所得者に対する保険税の軽減判定所得が見直されまし

た。 

   ア ２割軽減 

     軽減判定所得の基準が「33万円+51万円×被保険者数」から「33万円+52万

円×被保険者数」に引き上げ 

   イ ５割軽減 

     軽減判定所得の基準が「33万円+28万円×被保険者数」から「33万円+28.5

万円×被保険者数」に引き上げ 

 (2) 保険税賦課限度額の引き上げ 

    中間所得層の被保険者の負担に配慮し、保険税課税限度額が３万円引き上げら

れ 99万円に改正されました。内訳は下記のとおりです。 

   ア 医療分 

    61万円から 63万円に２万円引上げ 

   イ 後期高齢者支援金分 

    現行の 19万円のまま据え置き 

   ウ 介護納付金分 

    16万円から 17万円に１万円引上げ 

 

２ 被保険者証と高齢受給者証の一体交付 

  令和２年８月１日の一斉更新から、被保険者証と高齢受給者証が一体化されました。 

   今まで 令和２年８月から 

70歳以上の被保険者 被保険者証と高齢受給者証の

２枚を医療機関へ提示 

被保険者証兼高齢受給者証の

１枚を医療機関へ提示 

69歳までの被保険者 被保険者証を医療機関へ提示 変更なし 

有効期限 ９月 30日 ７月 31日（高齢受給者証の有

効期限と統一） 

 

３ オンライン資格確認 

  医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正す

る法律の施行にともない、マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認が導入



されることになりました。（令和３年３月から） 

 (1) 変更点 

   今まで 令和２年８月から 

医療機関の受診方法 被保険者証を提示する 被保険者証の他に、専用端末を設

置している医療機関では、個人番

号カード（マイナンバーカード）

を提示することで受診が可能 

被保険者証の記載内容 世帯単位の記号・番号 世帯単位の記号・番号に新たに個

人単位の番号を付番し、被保険者

番号を個人単位化（令和３年４月

以降順次） 

 

(2) オンライン資格確認で変わること 

  ア オンラインで医療保険資格の確認ができるため、高額療養費の限度額認定証

などの書類が不要になる。 

  イ 医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理コストの

削減につながる。 

  ウ 就職や引っ越しをしても、保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカード

で受診できる。 

  エ マイナーポータルを活用することで、確定申告でも医療機関等の領収書がな

くても手続きができる。 

  オ 自分の薬剤情報や特定健診情報などが、マイナーポータルにより確認できる。 

 



（報告第３号） 

 

東日本台風被災者と新型コロナウイルス感染症の影響に対する支援制度 

 

１ 東日本台風被災者に対する支援 

 (1) 国民健康保険税の減免 

   被災された方に対して、市の基準に基づき国民健康保険税を減免する。 

  ア 減免要件 

   ① 住家の損害 

区 分 減免率 

全壊 10/10 

半壊・大規模半壊  5/10 

床上浸水  5/10 

   ② 死亡、行方不明、重篤な傷病を負った場合 

区 分 減免率 

死亡、行方不明、重篤な傷病 10/10 

   ③ 廃業、失業、収入減少 

    区 分 減免率 

収入の減少 2/10～10/10 

  イ 対象となる保険税 

    令和元年度分保険税のうち 10月 12日以降に納期が到来する保険税と、令和

２年度分保険税のうち令和２年４月から９月相当分の保険税 

 

(2) 医療機関窓口の一部負担金の免除 

  被災された方のうち、免除要件に該当する方について、医療機関等の窓口で支払

う一部負担金（自己負担金）を免除し支払いを不要とする。 

  ア 免除要件及び対象期間 

免除要件 

主な生計維持者が次の被害を受けた場合 

・住家が全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水を被った場合 

・死亡、行方不明又は重篤な傷病を負った場合 

・廃業、失業、収入の減少などの場合 

免除期間 令和元年 10月 12日から令和２年９月末まで 

   イ 一部負担金の還付 

     免除対象となる方が、すでに医療期間等の窓口で一部負担金の支払いを済ま

せている場合についても、還付申請手続きにより還付することができる。 

 



２ 新型コロナウイルス感染症の影響による支援 

 (1) 国民健康保険税の徴収猶予 

   新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険税の納付が困難な方に対

して最長１年間、国民健康保険税の徴収を猶予する（延滞金は免除） 

  ア 徴収猶予の要件 

    令和２年２月以降の任意の期間（１カ月以上）において、収入が前年同期に

比べて概ね 20％以上減少が見込まれ、一時的に納付が困難と認められる方 

   イ 徴収猶予の期間 

     令和２年２月１日から令和３年１月 31 日（すでに納期が過ぎている未納分

についても遡って適用する） 

 

 (2) 国民健康保険税の減免 

   新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民健康保険税の納付が

困難な方に対して減免する 

   ア 減免要件 

区 分 減免率 

主たる生計維持者が死亡又は重

篤な傷病を負った場合 
10/10 

主たる生計維持者の収入減少が

見込まれる場合 
2/10～10/10 

   イ 対象となる保険税 

     令和２年２月１日から令和３年３月 31日までに納期が到来する保険税 

  

 (3) 傷病手当金の支給 

   新型コロナウイルスに感染又は、感染の疑いにより勤務することができなくなっ

た被保険者の方に対して、療養により受け取ることができなかった給与の 2/3 を

傷病手当金として支給する。 

   ア 支給額 

     直近３カ月給与から算出する日額給与相当×2/3×３日を超えた療養日数 

   イ 支給期間 

     療養により勤務することができなくなった日から起算して３日を経過した

日から勤務ができなかった期間 

 



（報告第 4号） 

           

保健事業実施計画の進捗状況について 

 

1 背景及び目的  

国民健康保険は、県が財政運営の責任主体でありますが、保健事業などの医療費適正化

の主な実施はこれまでどおり市町村が行います。 

 そのため健康・医療情報を活用し PDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業

の実施を図るため保健事業の実施計画（第 2期データヘルス計画）を策定し、保健事業の

計画・実施・評価等を行います。 

 

2 進捗状況及び課題 資料説明 （第 2期特定健診等実施計画策定の平成 25年と比較） 

      

 

【図 1の目的】 

市民の健康増進（健康寿命延伸）と社会保障費の安定（医療・介護給付費等適正化） 

【方法】 

上記厚生労働省「標準的な健診・保健指導プログラムに 30年度版」図 1は、国が示した

プログラムです。図 1の流れに沿って特定健診・保健指導等のメリットを活かし、生活

習慣病「脳・心・腎疾患等」の発症予防及び重症化予防を図ります。 

図 1に市の進捗をあてはめてみました。なお、課題については、〇印を付けています。 

図１ 



① データ分析（疾患別医療費の年次比較） 

 予防可能な生活習慣病（がんを除く）医療費は、8.7億円から 7.8億円と減少医療費割

合についても 22.0％から 21.2％と減少しています。 

 

➁ 未受診者への受診勧奨（特定健診等の実施率） 

 保健事業のスタートとなります特定健診の受診率は、年々増加傾向にありますが、平成

30年度 44.0％（県下 19市中 14位）、国の受診率の目標は 60％であるため、更に受診率向

上を目指します。 

 また、保健指導率は、国の目標 60％を達成しており、平成 30年度は 91.8％（県下 19

市中 1位）となっています。 

 

③ 短期目標である健診の結果では、メタボリックシンドローム該当者・予備群は、平成

30年度 32.3％と平成 25年度より増加しています。 

 

④ 糖尿病有病者の増加抑制につきましては、平成 25年度より HｂA1C 8.0％以上（腎症

等合併の発生リスクが高い値）の人数は減少しています。また、治療なしの 10人につい

ては、医療機関等への受診勧奨により 9人受診され、そのうち 8人の方が改善されていま

す。 

 

⑤ 中長期目標である医療の状況では、脳血管疾患の高額 200万円以上の人数は、平成 25

年度より平成 31年度は 1人増加、虚血性心疾患は、減少しています。 

 

⑥ 脳血管疾患や心疾患の死亡は、減少していますが糖尿病性腎症による新規透析者の患

者は、増加しています。 

 

3 評価 

 最終目標となります健康寿命の延伸（平均寿命・健康寿命が県と比較しても高い）及び

生活習慣病の占める医療費割合の減少、一人当たりの医療費が減少する等の結果となりま

した。 
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